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第５回 熊本県議会 地域対策特別委員会会議記録 

 

令和２年２月18日(火曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時43分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

(1) 地方創生に資する産業人材確保に関す 

る件 

(2)行政サービスの維持向上に関する件 

(3)付託調査事件の閉会中の継続審査 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(16人) 

        委 員 長 増 永 慎一郎 

        副委員長 早 田 順 一 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 坂 田 孝 志 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員  田 大 造 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 松 野 明 美 

        委  員 池 永 幸 生 

        委  員 城 戸   淳 

欠 席 議 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

  総務部 

         部 長 山 本 倫 彦 

         理事兼 

    市町村・税務局長 福 田   充 

       市町村課長 清 田 克 弘 

      首席審議員兼 

        人事課長 小 原 雅 之 

消防保安課長 橋 本 誠 也 

 企画振興部 

       政策審議監 水 谷 孝 司 

        企画課長 浦 田 隆 治 

       地域振興課長 池 永 淳 一 

   交通政策課課長補佐 浦 本 雄 介 

      情報政策課長 椎 場 泰 三 

 知事公室 

       政策調整監 津 川 知 博 

   危機管理防災課長 井 藤 和 哉 

 健康福祉部 

    健康福祉政策課長 下 山   薫 

      首席審議員兼 

     高齢者支援課長 唐 戸 直 樹 

     子ども未来課長 久 原 美樹子

子ども家庭福祉課長 木 山 晋 介 

首席審議員兼 

障がい者支援課長 永 友 義 孝 

      医療政策課長 三 牧 芳 浩 

 環境生活部 

      首席審議員兼 

 男女参画・協働推進課長 真 田 由紀子 

       環境政策課 

政策調整審議員 枝 國 智 子 

審議員兼 

環境保全課課長補佐 廣 畑 昌 章 

循環社会推進課課長補佐 村 岡 俊 彦 

 商工観光労働部 

      総括審議員兼 

政策審議監兼 

商工政策課長 藤 井 一 恵   

商工振興金融課長 阪 本 清 貴 

労働雇用創生課長 岡 村 郷 司 

産業支援課長 大 下   慶 
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企業立地課長 深 川 元 樹 

観光物産課長 上 田 哲 也 

首席審議員兼 

国際課長 波 村 多 門 

 農林水産部 

      首席審議員兼 

農林水産政策課長 渡 邉 泰 浩 

農産園芸課長 下 田 安 幸 

  農地・担い手支援課長 楮 本 亮 治 

      林業振興課長 入 口 政 明 

        審議員兼 

   水産振興課課長補佐 渡 辺 裕 倫 

 土木部 

監理課長 野 﨑 真 司 

土木技術管理課長 勝 又 成 也 

 教育委員会 

      教育政策課長 上 塚 恭 司

学校人事課長 磯 谷 重 和 

      高校教育課長 那 須 髙 久 

   ――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課主幹   福 田 孔 明 

   政務調査課主幹   竹 田 丈 夫 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○増永慎一郎委員長 おはようございます。 

 ただいまから、第５回地域対策特別委員会

を開催いたします。 

 なお、本委員会に10名の傍聴の申込みがあ

っておりますので、これを認めることといた

します。 

 それでは、お手元に配付の委員会次第に従

い、付託調査事件を審議させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 議題１、地方創生に資する産業人材確保に

関する件、議題２、行政サービスの維持向上

に関する件について、一括して執行部から説

明を受け、その後質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたいと

考えておりますので、説明につきましては、

簡潔にお願いをいたします。 

 また、説明者は、着座にて御説明をお願い

いたします。 

 では、資料に沿って執行部から説明をお願

いいたします。 

 

○浦田企画課長 企画課でございます。 

 特別委員会説明資料をお願いいたします。 

 付託案件、地方創生に資する産業人材確保

に関する件についてでございます。 

 今回の委員会では、これまでの議論を踏ま

え、業種別及び施策別の状況、特に来年度以

降に向けた今後の方向性について御審議をい

ただきたいと思っております。 

 業種別、施策別の説明に入ります前に、昨

年12月20日、国のまち・ひと・しごと創生に

係る長期ビジョン改訂版及び第２期総合戦略

が閣議決定されましたので、その概要につい

て御説明申し上げます。 

 資料の１ページをお願いいたします。 

 国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョ

ン」改訂版の概要でございます。 

 長期ビジョンは、我が国の人口の長期的な

展望を描くものです。今般、国勢調査等の最

新の統計データを踏まえて、推計が更新され

ております。仮に、合計特殊出生率が、2030

年に国民希望出生率である1.8人、2040年に

人口置換水準である2.07に上昇しますと、我

が国の人口は、2060年に約１億人、2110年に

も約9,000万人で、おおむね安定的に推移す

ると推計されております。 

 これらの推計人口につきましては、平成26

年、2014年に策定されました前回の長期ビジ

ョンから大きな変更は生じておりません。 

 本県でも、平成27年、2015年に「熊本県人

口ビジョン」を策定しております。 

 今後、今回の国の改訂内容及び直近の本県

の人口動向等の精査を行い、次期戦略の検討

の中で検討を進めてまいります。 
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 おめくりいただき、２ページをお願いいた

します。 

 ２ページからは、国の第２期「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」について御説明申

し上げます。 

 上段左側に記載されております人口減少や

東京圏への一極集中が進むことによりまし

て、地域社会の担い手の減少や地域経済の縮

小、地域の魅力や活力が損なわれるなどの課

題がございます。この危機を国と地方が共有

し、中ほどに記載しておりますけれども、将

来にわたって活力のある地域社会の実現と東

京圏への一極集中の是正を目指すというもの

でございます。大枠としましては、第１期総

合戦略から変わっておりません。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ３ページは、主な取組の方向性についてで

ございます。 

 第２期総合戦略におきましては、東京圏へ

の一極集中の是正に向けた取組の強化とし

て、これまでの地方への移住定着に加え、関

係人口や企業版ふるさと納税など、地方との

つながりを強化し、地方移住の裾野を拡大す

るとされております。 

 また、多様な人材の活躍の推進やSociety

5.0など、新しい時代の流れを力にする取組

などが横断的な目標として追加されておりま

す。 

 おめくりいただき、４ページをお願いいた

します。 

 ４ページは、国の第２期総合戦略の政策体

系でございます。 

 中ほどに記載されました４つの基本目標

や、先ほど御説明申し上げました横断的目標

に沿った取組によりまして、左側上の「将来

にわたって「活力ある地域社会」の実現」

と、一番下の「「東京圏への一極集中」の是

正」という目指すべき将来を実現するとされ

ております。 

 以上が国の長期ビジョン及び総合戦略の概

要でございます。 

 次の５ページからは、本題に戻りまして、

まずは業種別の状況について御説明申し上げ

ます。 

 なお、様式の上段、「現状と課題」及び左

側、「これまでの取組と成果」の欄につきま

しては、９月及び11月定例会における本委員

会での説明と重複する部分がございますの

で、主に右側の「今後の方向性」について関

係課から御説明申し上げます。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 下の５ページをお願いいたします。 

 まず、農業分野でございます。 

 右の今後の方向性でございますが、農業就

業者が減少、高齢化する中、これまでの啓発

から就農定着までの切れ目ない支援や雇用労

働力の確保に向けた取組に加えまして、「地

域の農業を支える、あらゆる多様な「人財」

の確保に取り組んでまいります。 

 主な取組といたしまして、ＵＩＪターンの

呼び込み強化や即戦力を目指した研修内容の

充実、就農希望者等が躊躇なく経営を開始で

きるような円滑な経営継承の仕組みづくり、

外国人材、高齢者、女性などの多様な人材と

農業事業者を結びつける新たなマッチング機

能の構築を目指してまいります。 

 また、人材確保対策とあわせまして、省力

化や生産性向上への取組といたしまして、コ

メ等における大規模での作業一貫体系の実証

や園芸部門におけるＡＩ活用によるトマトの

出荷予測精度の向上、畜産部門における搾乳

ロボット等の導入効果最大化のための技術確

立など、各部門でスマート農業技術の導入を

重点的かつ確実に展開してまいります。 

 来年度は、継続事業と併せまして、多様な

人材と農業事業者を結ぶ仕組みや経営資産の

継承に向けた仕組みづくり、スマート農業技

術等の導入支援等を検討してまいります。 
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 次の６ページをお願いいたします。 

 続いて、林業分野でございます。 

 今後の方向性といたしましては、今年度開

校いたしました「くまもと林業大学校」を活

用して、県内林業関係の高校生を対象とした

林業の魅力を伝える体験学習、作業現場の視

察研修、農業分野と同様に、ＵＩＪターンの

呼び込み強化や相談体制の強化、即戦力を目

指した研修内容の充実等を図ってまいりま

す。また、「森林クラウドシステム」の運用

による市町村の森林管理の効率化・一元化

や、スマート技術導入によるさらなる省力化

等を目指して取り組んでまいります。 

 来年度は、くまもと林業大学校を活用した

人材育成や、「意欲と能力のある林業経営

者」を育成するための支援、今年度開発いた

しました森林クラウドシステムの森林情報の

一元化・運用に向けたシステムの構築等の継

続事業と併せまして、林業における新技術の

現場実装やモデル導入等の支援を検討してま

いります。 

 下の７ページをお願いいたします。 

 水産業でございます。 

 今後の方向性といたしまして、引き続き、

漁業就業支援フェア等を活用した漁村地域へ

の移住を伴う就業希望者の掘り起こし、就業

前研修や就業後の長期研修などを含め、受入

環境をさらに充実させるとともに、マダイ等

の養殖や沿岸漁業においてＩＣＴ等を活用し

たスマート水産業を推進してまいります。 

 来年度の取組といたしましては、継続事業

により増加傾向にあります新規就業者のさら

なる確保・育成に引き続き取り組んでまいる

とともに、漁村地域における新規漁業就業者

の確保・育成に向けた仕組みづくりやスマー

ト水産業の技術導入等を進めてまいります。 

 農林水産政策課からは以上でございます。 

 

○藤井総括審議員 商工政策課でございま

す。 

 資料８ページをお願いいたします。 

 商業・サービス業における人材確保につい

てですが、右側の今後の方向性、Ⅲ、取組の

方向性にありますとおり、事業承継問題に関

しまして、国や各種支援機関と連携、特に商

工団体に設置した特任経営指導員などと連携

しながら円滑な事業承継支援を推進してまい

ります。また、トラック協会への運輸事業振

興助成費補助事業による免許取得費用の助成

や人材確保のためのセミナーの開催などの実

施を継続する必要があると考えております。 

 下段、令和２年度主要事業として、今年度

と同様、事業承継加速化推進事業や運輸事業

振興助成費補助事業に継続して取り組んでま

いります。 

 ９ページをお願いいたします。 

 製造業における人材確保についてですが、

右側上段の取組の方向性にありますとおり、

人材不足対策には、「人材確保・育成対策」

とＩＣＴ、ＡＩ活用などによる「生産性向上

等投資促進」による効率化の両輪で取り組む

必要があると考えております。 

 下段、令和２年度主要事業として、プロフ

ェッショナル人材戦略拠点運営事業や雇用創

造連携型商品開発・販路拡大支援事業による

人材確保・育成の支援を行うとともに、設備

システムへの投資促進等につながる地域未来

投資促進事業など、今年度と同様の事業に取

り組むこととしております。また、中小企業

等の状況やニーズに応じたＩｏＴ、ＡＩ、ロ

ボット等のさらなる導入支援に向けて検討し

ていきたいと考えているところでございま

す。 

 10ページをお願いいたします。 

 宿泊分野における人材確保についてです

が、右側上段、取組の方向性にありますとお

り、厳しい労働条件となっている宿泊業の雇

用環境を改善するため、「観光産業復興によ

る雇用創出事業」を通じて、働き方の見直し

など経営者の意識改革を促すとともに、求職
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者とのマッチングの機会を設け、人材確保を

後押しする必要があると考えております。ま

た、外国人材についても、雇用状況やニーズ

等について注視していくこととしています。 

 下段、令和２年度主要事業として、引き続

き、観光産業復興による雇用創出事業により

まして、経営者向けのセミナーや雇用マッチ

ング会を実施してまいります。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたしま

す。 

 

○下山健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 

 健康福祉部につきましては、３分野におい

ての取組を御説明させていただきます。 

 資料11ページをお願いいたします。 

 まず、介護職ですけれども、現状として、

求人数に対して求職者が少ない、また、他分

野に比べて離職率が高く、職員の定着が課題

であるという現状にございます。 

 下段の左枠ですが、介護人材の確保に関し

て、県ではこれまで、多様な人材の参入促

進、職員の定着促進、処遇改善という３つの

観点から取り組んでまいりました。 

 その結果、２番ですが、本県の介護職員の

離職率は、平成27年の17.4％から、平成30年

度の15.9％に改善するなど、一定の成果が見

られております。 

 右枠、今後の方向性ですが、引き続き多様

な人材の参入を促すとともに、職員の人材育

成や定着を図っていくこと、また、人材不足

の現状でも介護現場のマネジメントモデルの

構築が必要であると考えております。 

 来年度の取組としましては、拡充・継続事

業を１から７まで記載しております。 

 介護ロボット導入支援や先輩職員が新人職

員の仕事面やメンタル面でのサポートを行う

エルダー・メンター制度の導入支援などに取

り組んでまいります。 

 また、介護の魅力発信や学校現場への働き

かけなど、本年度実施しましたパイロット事

業の横展開についても検討してまいります。 

 続きまして、12ページをお願いします。 

 保育士についてでございます。 

 県内保育所等の保育士数は、これまでの取

組の成果もあり増加しております。しかしな

がら、見込みを上回る入所児童数の増加に保

育士確保が追いついておらず、関係団体から

は、保育士確保に苦慮しているとの意見があ

っております。有効求人倍率も高い状況にあ

ります。 

 右枠です。 

 今後の方向性につきましては、これまで取

り組んでまいりました新規の保育士の確保、

それから現任保育士の離職防止、潜在保育士

の再就職の支援の３つの観点から取り組むと

ともに、中でも、保育士確保策として、県外

の保育士養成校への就職説明会の開催など、

今後、県外も含めた取組を行ってまいりま

す。 

 このほかの来年度の主な取組としまして、

保育補助者等の雇上げ費用の助成や各種保育

士研修の実施、修学資金の貸付け等を実施し

てまいります。また、待機児童解消に向けた

入所に係る弾力運用の拡充についても検討し

てまいります。 

 続きまして、資料の13ページをお願いしま

す。 

 地域医療を担う医師・看護師についてでご

ざいます。 

 現在、県内の医師の６割が熊本市に集中し

ており、看護師も同様に熊本市に集中してい

るという状況がございまして、僻地や被災地

域の医療機関等で不足しているという状況が

課題となっております。 

 これまで、これらに対しては、地域で活躍

する貸与医師の増加や看護職員の県内就業率

の上昇など、一定の成果はあっております。 

 今後の方向性としましても、医師について

は、医師の定着を促進するため、地域の医療
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機関における勤務環境の改善や専門医資格を

取得しやすい環境の整備等、それから地域医

療連携ネットワーク構築に向けた取組等の推

進をしてまいります。看護職員につきまして

も、勤務環境の整備もさることながら、医療

の高度化に伴うキャリアアップを支援してま

いります。 

 来年度の主な取組としまして、まず、医師

確保につきましては、本県が熊本大学病院に

寄附講座を設置しまして、各地域の拠点病院

へ医師を派遣することで、拠点病院が僻地診

療所等に医師を派遣するという仕組みを構築

してまいります。看護師に関しましては、修

学資金の貸与等により、僻地等への就業促進

を図ってまいります。また、今年度策定しま

す外来医療計画に基づきまして、事業承継制

度等の診療所の後継者確保対策の検討にも着

手してまいります。 

 健康福祉部関係は以上でございます。 

 

○野﨑監理課長 監理課でございます。 

 資料の14ページをお願いいたします。 

 建設業に関してでございます。 

 今後の方向性として、まず、建設業を支え

る若者が増えるよう、小中高生の各層に対し

て、ものづくりの楽しさや災害時の活躍な

ど、建設業の魅力をメディアを通じて発信し

ていくこと、次に、改正担い手３法に基づ

き、長時間労働の是正や現場の処遇改善の働

き方改革の促進をすること、さらに、人材の

受入先となる企業が安定した経営を行えるよ

う、公共事業予算の安定的、持続的な確保を

引き続き行っていくこと、こういった観点を

捉えた取組が重要であると考えております。 

 これらにより、建設産業にこれまで付きま

とってまいりました３Ｋ、きつい、汚い、危

険のイメージを脱却し、「新３Ｋ」と言われ

る、給料がよい、休暇がとれる、希望が持て

ると言われるよう、若者に選ばれる産業にし

ていきたいと考えております。 

 下段でございます。 

 そのために、来年度から、これまで行って

きた建設産業のソフト事業を組みかえ、「建

設産業新３Ｋ推進プロジェクト事業」とし

て、県だけではなく、業界も一緒になって、

建設産業の人材確保に取り組んでまいりま

す。 

 骨格予算では、小学生を対象とした重機試

乗体験や操作技術実演会、中学生を対象とし

た重機・ドローン操作の体験、高校生を対象

とした企業説明会を実施し、広く建設産業の

イメージアップを行ってまいります。 

 また、補正予算におきまして、受入先とな

る業界を対象に、従業員の処遇改善や働き方

改革に取り組む企業への支援、若手や女性と

連携した建設産業の自主的な広報活動への支

援、社員研修の充実等人材育成に取り組む企

業の支援を検討してまいります。 

 監理課からは以上でございます。 

 

○浦田企画課長 企画課でございます。 

 15ページをお願いいたします。 

 交通分野についてでございます。 

 現状と課題としまして、運転士不足、運転

士の労務環境改善を理由としたバス路線の廃

止、減便が進行しております。 

 そのため、左下のこれまでの主な取組の２

に記載しております、県、熊本市、路線バス

事業者５社による「熊本におけるバス交通の

あり方検討会」において、昨年３月から、効

率的な運行体制等の検討を行ってまいりまし

た。 

 その成果といたしまして、バス交通が担う

べき“あるべきバス路線網”の実現に向け

て、“共同経営型”の事業形態により路線再

編などの取組を実施していくことを、去る１

月27日の検討会で確認したところです。 

 右側の今後の方向性でございますが、バス

事業者による共同経営への移行とその共同経

営により実施する取組に対しまして各種支援
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を行い、あるべきバス路線網の構築を図って

まいります。 

 あわせまして、県全域で持続可能な公共交

通網を構築するため、バス、鉄道、コミュニ

ティー交通等の役割や公共交通網全体のあり

方を示す県の公共交通網形成計画を策定し、

特に過疎地域では、その実情に応じた公共交

通網の整備、維持に向けて、市町村等と連携

しまして、コミュニティー交通の導入等を推

進してまいります。 

 おめくりいただき、16ページをお願いいた

します。 

 ここからは、施策別の状況について御説明

申し上げます。 

 まず、１の若者の地元定着・移住促進につ

いてでございます。 

 この項目につきましては、企画振興部、商

工観光労働部及び教育庁を中心に取組を進め

ております。 

 新規学卒者の県内就職率に見られますよう

に、若者の県外流出に歯止めがかからないこ

と、地域活動の担い手不足が深刻化している

ことなどの課題認識の下、若者の地元定着の

促進や移住定住の促進に取り組んでおりま

す。 

 右側の今後の方向性でございますが、上段

を御覧ください。 

 １点目として、若者の県内定着に向けた奨

学金返還支援制度の着実な運用、２点目とし

て、若者や保護者の県内就職に向けた意識転

換や機運醸成に係るブライト企業の推進やＵ

ＩＪターン就職の促進、県内企業の魅力や熊

本で暮らすことの豊かさ等についての情報発

信、３点目としまして、高校生や保護者の県

内企業への理解促進の取組やインターンシッ

プの充実、しごとコーディネーター等の活

用、また、４点目としまして、さらなる移住

者の受入れや定住促進に向け、市町村等と連

携し、移住定住促進の取組を総合的に推進し

ていくこととしております。 

 下段の令和２年度の主要事業では、今御説

明いたしました今後の方向性に沿った各種事

業を展開し、若者の地元定着や移住定住の促

進に向けて取り組んでいくこととしておりま

す。 

 企画課の説明は以上でございます。 

 

○真田男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 17ページをお願いします。 

 ２の女性の参画拡大につきましては、環境

生活部及び商工観光労働部を中心に取組を進

めております。 

 女性の参画拡大を進めるに当たっては、一

般県民や企業経営者などの意識啓発が不可欠

です。これまで、女性のキャリアアップ支援

や経営者の意識改革のためのセミナー開催、

熊本県しごと相談・支援センターによる国と

一体となった就労支援などに取り組んでまい

りました。 

 右側の今後の方向性です。 

 意識啓発につきましては、今後も従前の取

組を継続するとともに、潜在的な人材である

主婦などを労働経済分野に巻き込むための取

組を行います。また、就職の意思がありなが

ら就職活動をしていない女性を就業につなげ

るため、企業の職場環境改善や女性が働きや

すい仕事づくりを支援するとともに、女性へ

の情報提供等を通じ、マッチングを行ってま

いります。 

 下段の令和２年度の主要事業です。 

 １の「くまもとの女性活躍促進事業」で

は、ことし１月に産学官が連携して実施しま

した「女性活躍サミット」の後継事業とし

て、働く女性、主婦、地域活動を行う女性等

が意見交換などを行う「女性活躍交流促進事

業」を実施する予定です。 

 また、２の「熊本県しごと相談・支援セン

ター事業」として、引き続き、キャリアカウ

ンセリング、労働相談、生活相談に対応し、
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子育て女性を対象とした再就職支援プログラ

ムを実施します。また、女性無業者の就業の

きっかけとして、企業において切り出した業

務を就業意欲の高まった女性に情報提供し、

マッチングを図るなどの支援を検討しており

ます。 

 説明は以上でございます。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 説明資料18ページをお願いいたします。 

 ３、高齢者就労の拡大でございます。 

 この項目については、商工観光労働部及び

健康福祉部を中心に取組を進めております。 

 高齢者の就労拡大に当たっては、人生100

年時代を迎え、就労をはじめとした高齢者の

活躍の場の整備が必要との課題認識の下、70

歳までの就業確保に向けた国の動向も見据え

ながら、シルバー人材センターへの支援、高

齢者無料職業紹介所による就労マッチング、

さらに、「九州・山口70歳現役社会推進協議

会」や「熊本県生涯現役促進地域連携協議

会」における各種取組等を実施してまいりま

した。 

 今後の方向性としては、Ⅲ、取組の方向性

に記載のとおり、シルバー人材センターへの

支援や各協議会での取組を強化することによ

り、高齢者が働きやすい環境の整備をさらに

進めるとともに、高齢者の多様な働き方を促

進し、生涯にわたり活躍できる地域の仕組み

づくりを推進します。 

 下段の令和２年度の主要事業としては、３

の生涯現役促進地域連携事業等の従来の取組

に加え、１の70歳現役社会推進協議会の推進

大会を本県で実施し、機運醸成及び意識改

革、理解促進を図ってまいります。 

 続きまして、19ページをお願いいたしま

す。 

 ４の外国人の就労拡大についてですが、こ

れまで、本県では、外国人材を必要とする企

業が適切に人材を確保するため、また、多く

の外国人材が、労働者としてだけではなく、

生活者として地域に定着し安心して働けるよ

う、企業向け、外国人向けの相談窓口の設

置、運営などの各種取組を実施しておりま

す。 

 今後の方向性としては、Ⅲ、取組の方向性

に記載のとおり、外国人材の適切な受入れに

向けて、企業に対する法制度の周知・啓発に

努めるとともに、日本語教育等の受入環境の

整備向上を支援してまいります。あわせて、

外国人材が地域住民として安心して暮らせる

よう、情報提供や相談対応等の支援や、市町

村が身近な地域で日本語を学習できる体制を

整備できるよう支援します。 

 下段の令和２年度の主要事業としては、引

き続き、外国人材受入支援センターやサポー

トセンターを運営するとともに、検討事項と

して、企業の外国人材受入れ拡大や活躍促進

の取組への補助や、地域日本語教育の体制整

備のための実態調査及び推進計画の策定を検

討しており、さらなる外国人の就労拡大に向

け取組を推進してまいります。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○椎場情報政策課長 情報政策課でございま

す。 

 説明資料の20ページをお願いします。 

 ＩＣＴ、ＩｏＴ、ＡＩの活用に向けてにつ

いて御説明いたします。 

 前回の委員会において、ＩＣＴ、ＩｏＴ、

ＡＩの活用に関しまして、県全体で取り組む

べきとの御意見を頂いたことを受けまして、

現在の検討状況について御説明させていただ

きます。 

 ＩＣＴ、ＩｏＴ、ＡＩの活用につきまして

は、全部局共通認識の下で取組を推進すると

いうことが重要との観点から、副知事、部局

長をメンバーとする高度情報化推進本部で議
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論を行いながら検討を進めているところでご

ざいます。 

 Ⅰの現状のところでございます。 

 社会環境といたしまして、少子高齢化と人

口減少、デジタル技術の進展、ライフスタイ

ルや価値観の多様化などがございます。 

 また、国の政策動向としまして、デジタル

ガバメントの推進やデータ利活用の推進な

ど、社会全体のデジタル化に向けた取組が進

められているところでございます。 

 一方、本県の現状でございますけれども、

ＩＣＴを活用した行政の効率化等について、

今年度から取組に着手したという状況でござ

います。 

 課題としましては、Ⅱの課題のところでご

ざいますけれども、ＩＣＴをあらゆる県の行

政分野に活用し、県民サービスの向上、生産

性の向上、付加価値の創造、人材不足の解消

等に推進していくことが必要というふうに考

えております。 

 そこで、高度情報化推進本部におきまして

は、Ⅲのところでございますけれども、10年

後のありたい姿として、「創造性を高める職

場環境の実現」など、４つの項目を設定しま

して、それらの実現に向けた取組の検討を進

めているところでございます。 

 特に、「県内における超スマート社会の実

現」につきましては、県民にとって利便性の

高い環境、企業・事業所にとって創造性が発

揮できる環境、災害時の避難誘導等への情報

の活用など、災害や危機に強いまちづくりの

実現に向けて具体的な検討を進めているとこ

ろでございまして、取組の方向性としまし

て、Ⅳのところでございますけれども、農林

水産業、商工業、医療・介護・福祉、土木・

建設・交通、環境、防災、教育といった多様

な分野での取組の推進と、それらの取組を支

える情報基盤の整備を進めていく方向で、現

在施策や取組の具体化に向けた検討を進めて

いるところでございます。 

 情報政策課からの説明は以上でございま

す。御審議よろしくお願いします。 

 

○清田市町村課長 市町村課でございます。 

 続きまして、付託案件、行政サービスの維

持向上について御説明させていただきます。 

 本日の委員会では、議論の整理、確認とい

たしまして、これまでの当委員会での説明や

御議論なども踏まえながら、今後どのような

取組の方向性が考えられるのかについて御説

明させていただきます。 

 資料は、21ページをお願いいたします。 

 初めに、国における検討を御覧ください。 

 これまでも地方自治体のあり方に関する国

の動きについて報告をしてまいりましたが、

改めてまとめますと、まず３行目、自治体戦

略2040構想研究会の第２次報告では、「スマ

ート自治体への転換」、「公共私によるくらし

の維持」等を新たな自治体行政の基本的考え

方として、さらなる検討が必要とされまし

た。 

 また、その次に記載しております昨年７月

の第32次地方制度調査会の中間報告では、１

つ目のポツで、様々な変化、課題について、

地域ごとの現れ方を見通し、長期的な視点で

対応を選択していくことが重要とされ、３つ

目のポツでは、新たな技術の活用等にも触れ

られています。 

 次に、市町村アンケートの概要を御覧くだ

さい。 

 本県が実施した市町村アンケートについ

て、県内45市町村から回答を得、全ての市町

村で、本格的な人口減少、少子高齢化社会の

到来に危機感を有していることを把握いたし

ました。また、多くの市町村から、各分野に

共通する課題として、「職員不足・財源不足

による行政サービスの低下」、「民間、地域の

人材不足による地域活力の低下」との回答を

頂いたところです。 

 次に、他県の先進事例を御覧ください。 
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 前回の委員会で、市町村間の広域連携や県

による市町村の垂直補完を通じ課題解決に取

り組んでいる他県の事例を紹介し、先月に

は、奈良県の取組を当委員会の管外視察とし

て調査いただいたところです。 

 22ページをお願いいたします。 

 このページ以降は、これまでの当委員会で

の意見について大きく４つの観点に分類させ

ていただき、それぞれ国、県、市町村の状況

も考慮して、今後考えられる取組の方向性を

まとめさせていただきました。 

 まず、１として、「地域のニーズ把握」と

いう観点です。 

 個別には、１つ目の丸、それぞれの地域振

興局単位で課題は異なる、また、アンケート

調査に加え、人事交流職員の活用等、さまざ

まな手段で情報収集し、課題の整理が必要と

の御意見などを頂きました。 

 取組の方向性としては、アンケートの結果

を踏まえ、引き続き丁寧に地域のニーズを把

握してまいりたいと考えております。 

 次に、２として、「県と市町村の協力・連

携」という観点です。 

 個別には、１つ目の丸、市町村間で連携し

なければならない段階で、県が間に入って調

整が必要との御意見、２つ目の丸、広域本部

や地域振興局に人材を集中し、地域をマネジ

メントするといった議論も必要との御意見、

３つ目の丸、権限を返上するとの意見があっ

たとき、広域的な話合いの場で検討してはど

うかとの御意見、４つ目の丸、人口が減少す

るから職員を減らすという考え方には疑問が

あるとの御意見などを頂きました。 

 取組の方向性としては、地方制度調査会の

中間報告にもありますように、地域によって

課題が異なることを踏まえ、県と市町村ある

いは市町村間の広域連携の取組や民間との連

携を支援してまいりたいと考えております。

また、広域本部や地域振興局の役割・体制を

不断に検討するとともに､県から市町村への

権限移譲についても、そのあり方を検討して

まいります。 

 次の23ページをお願いいたします。 

 次に、３として、「職員不足・財源不足へ

の対応」という観点です。 

 個別には、１つ目の丸、市町村の技術職員

不足への県の支援については、ルール化が必

要との御意見、２つ目の丸、市町村自らが、

職員を採用、育成して、市町村の事務を行う

のが地方自治ではないかとの御意見、３つ目

の丸、他県では、就職氷河期世代を対象とし

た採用試験を実施しており、そうした取組を

参考にしてはどうかとの御意見、４つ目の

丸、財源も含めた支援が必要との御意見など

を頂きました。 

 取組の方向性としては、市町村の技術職員

不足への対応については、後ほど説明させて

いただきますが、国の動きも踏まえて検討す

ることとし、就職氷河期世代の採用について

は、国の行動計画を踏まえ、対応を行ってま

いります。 

 次に、４としまして、「情報化の推進」と

いう観点です。 

 個別には、１つ目の丸、ＡＩやＲＰＡ導入

については、県で率先して導入し、市町村に

対して横展開してはどうかとの御意見、２つ

目の丸、情報インフラが十分でない地域等へ

の支援が必要との御意見などを頂きました。 

 取組の方向性としては、県におけるＲＰＡ

の実証事業に取り組みつつ、市町村への展開

について検討を行うとともに、新たな技術な

どについての研修会を実施していきたいと考

えております。また、補助制度の新設・拡充

の要望を継続していきたいと考えておりま

す。 

 以上のような内容を、「議論の整理・確

認」として取りまとめさせていただきまし

た。 

 次のページ以降は、取組の方向性に関係す

る取組例ですとか、あるいは国の動きなどを
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紹介させていただきます。 

 24ページをお願いいたします。 

 県と市町村の協力・連携の取組例として、

地域における市町村間の相互併任徴収でござ

います。これは、税収の確保に向け、地域ご

とに滞納整理グループをつくり、複数の市町

村間で相互に徴収職員の身分を併せ持つ協定

を結び、合同で捜索や公売会の滞納整理に取

り組んでいるものです。徴収率の向上などの

効果が上がっているとのことです。 

 次の25ページをお願いいたします。 

 職員不足への対応の取組例として、昨年末

に総務省から示された技術職員の充実に関す

るものです。 

 図の左側の黄色い囲みにあるように、都道

府県等が技術職員を増員して確保し、その職

員が、災害などのない平時には、中段の箱、

(A)のところですが、技術職員不足の市町村

支援を行い、大規模災害時には、その下の

箱、(B)のところになりますけれども、中長

期派遣要員として確保されるというもので

す。増員された職員人件費に対して、地方財

政措置が講じられることとなっております。 

 26ページをお願いいたします。 

 本県での取組内容として、技術職員を上乗

せして採用・育成し、市町村の希望に応じた

支援を行う仕組みを検討しております。 

 検討状況の欄のとおり、支援内容として

は、高度な専門性が必要な事業へ事業受託や

職員派遣の方法により支援をするもので、職

種としては、当面は総合土木職を対象とし、

来年度は、熊本地震の被災町村へ３名程度の

重点化した支援を検討しております。 

 また、上乗せによる採用は、令和３年から

実施する見込みです。なお、25ページで説明

しました総務省支援スキームの活用も検討中

です。 

 次の27ページをお願いいたします。 

 情報化の推進等の取組例として、市町村に

おける情報化施策の推進に関するものです。 

 まず、電子自治体の推進として、県と県内

全市町村では、平成15年から協議会を設立

し、電子自治体構築に向けた取組を実施して

おります。 

 また、ＡＩ、ＲＰＡ等ＩＣＴの利活用とし

て、県内の市町村において、実証実験や本格

導入が行われております。また、県でも、Ａ

ＩやＲＰＡの取組が行われているところで

す。 

 最後の28ページをお願いいたします。 

 これは、昨年末決定された就職氷河期世代

支援に関する国の行動計画の抜粋を添付させ

ていただいております。 

 なお、別途、お手元に別冊資料を配付させ

ていただいておりまして、こちらは昨年度実

施いたしました市町村アンケートで明らかに

なった課題に対する県庁各部局の認識や取組

状況をまとめたものとなっております。 

 時間の関係から内容の説明は省略させてい

ただきますが、今後も市町村のニーズを把握

しながら、引き続き各部局で取組を進めてま

いりたいと考えております。 

 市町村課の説明は以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 以上で執行部からの説

明が終わりましたので、質疑に入りたいと思

います。 

 まず、地方創生に資する産業人材確保に関

する件について質疑はございませんか。 

 

○池田和貴委員 それでは、企画のほうに１

つ目の質問です。 

 奨学金返還等サポート制度、これ導入され

ました。これ、そろそろ結果も出てきそうだ

というふうに思いますが、１年目ですかね、

今年度の状況がどうなっているか、ちょっと

お知らせいただきたいというふうに思いま

す。 

 

○浦田企画課長 資料の16ページを見ていた
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だきますと、左下にローマ数字のⅡ、これま

での成果の１つ目の黒丸に記載しておりま

す。サポート制度の実質的なスタートとなり

ます令和２年度の状況ですが、奨学金返還支

援枠を110と設定しまして、参加企業や学生

等を募集しております。企業側は、54社を認

定しておりまして、学生側の登録は、現段階

で103名という状況です。ここから参加企業

に登録学生が採用された場合、支援の対象に

なるというわけですけれども、令和２年度の

支援枠の状況ですが、今年の４月１日から来

年の３月31日までの就職者を対象としている

ことから、現段階では途中の状況になります

けれども、１月時点に調査をいたしました。 

 その調査の段階では、今年４月１日採用予

定者で、奨学金支援枠110ありますけれど

も、この約３割が活用される見込みと伺って

おります。この制度を活用された製造業の企

業からは、厳しい人材不足の中、この制度に

よって採用の確保ができたという言葉も頂い

ておりますし、また、ある企業では、この制

度を活用して４人の採用を確保されたところ

もあり、地元企業の人材確保につながってい

るのかなと受けとめております。 

 なお、参加企業の54社のうち、まだ７割近

くが現在も採用活動を継続されている状況に

ありまして、今後も、このサポート制度を活

用して、より多くの若者が県内に就職し定着

されるように取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

 

○池田和貴委員 ありがとうございました。 

 今御説明を頂いて、かなりの学生さんが希

望されてるみたいです。私も、実際に企業の

方から、この事業を県が立ち上げてくれたこ

とによって、やっぱり学生からの問い合わせ

も増えたし、非常にいい学生が来てくれるよ

うになったというような話も伺っておりま

す。 

 財政負担は、県のほうもあります。また、

他県も同じようなことをやってるというふう

に思うんですが、多分、学生にとっても、自

分たちが払わなきゃいけない奨学金を企業と

県が半分半分に負担してくれて、その辺の安

心感もある非常にいい事業だと思うので、こ

れからもぜひ計画していただきたい。これか

らも推進をしていくようにぜひお願いをした

いというふうに思っております。 

 例えば、すみません、他県の状況とかがあ

れば、ちょっと説明をしてもらってもいいで

すか。 

 

○浦田企画課長 九州の中で先行されている

県が幾つかございまして、大分県や鹿児島

県、宮崎県などですけれども、正式に公表さ

れている数字ではないんですが、聞き取った

ところ、毎年多いところで20名程度と伺って

おりまして、今回３割程度ということになり

ますので、それは確実に上回るかなと思って

おります。 

 

○池田和貴委員 わかりました。他県も、そ

うやって実施していますので、やはり熊本県

も、ある意味人材確保というのは、これから

都道府県間の競争というのも入ってくると思

いますので、ぜひ知恵を絞っていただきたい

ということと、１つだけちょっと要望させて

いただきたいと思うんですが、質問になるか

もしれません。すみません。 

 取組の方向性で、今いろいろ御説明を頂き

ました。それで、取組の方向性の中で、いわ

ゆるこちらの行政の側のことを皆さんに理解

をしてもらうような動きというのは、この黒

ポツの中に幾つも書いてあるんですね。それ

は、対象は学生だったり親御さんだったり企

業だったりとかいうのはあると思うんです

が、実際に今度就職しようとする子供さんた

ち、いわゆるそういった子供さんたちの意向

も多分調査を進めていただいているというふ

うに思うんですけれども、勤めようとする人
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たちの意見も活用した上で、それも採用する

企業なんかに伝えながら、やっぱりそのニー

ズにそれぞれ合わせていくということも必要

じゃないかというふうに思うわけです。こう

いう就職する側に対しては、意向を聞いたり

とか、そういったことってやられているんで

しょうか。 

 

○浦田企画課長 企画課でございます。 

 今、県内の高校生、就職される高校生に対

しては、高校教育課のほうでフォローアップ

調査をされていますので、そういう数字があ

るんですけれども、県外に出られた学生とか

県内におられる大学生に対しての調査は、そ

こまでやれてないと思いますので、また必要

に応じて、その辺の状況を聞き取り、今後の

施策に生かしていきたいと思います。 

 

○池田和貴委員 すみません。多方面からい

ろいろニーズを酌み取った上で、いろいろ政

策をつくっていただくようにお願いしときま

す。よろしくお願いします。 

 

○城下広作委員 すみません。農林水産関係

でちょっと確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 ５ページ、６ページ、７ページなんですけ

れども、特に、この農業、林業、水産業とい

うのは、家のある意味では作業を継いでもら

うという若者というか、そういう方の支援と

いうのは大事だと思うんですけれども、県内

の農業高校に進学する生徒、特に、また林業

というのは、私も余り感覚がなくて、余りそ

んなにないだろうと。水産高校も１つぐらい

かなと思うけれども、次を担う若者が、こう

いう学校に進学することによって、次の後継

者になるという確率が高いと思う。どちらか

というと、政策は、途中で農業にしようかな

ということに対して後押ししているが、手間

がかかるし、未経験者がやるというのは、リ

スクじゃないけれども、たいがい苦労するだ

ろうという部分があるから、できれば、そう

いう大事な高校３年間のときに、そういう学

校に行きながら、その先にこう展開していく

と理想的かなと思うんだけれども、この辺の

生徒の数とか現状というのはどういうこと

か、ちょっと教えていただければと。例え

ば、農業高校、林業・水産高校、どういう感

じかということをちょっと教えてもらえれ

ば。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 委員御指摘の農業関係でございますけれど

も、平成31年３月に県内の農業関係で卒業し

た生徒が約900名おります。その中で、いろ

いろな就職先がございますけれども、直接就

農した者に加えて、就業を目的とした進学、

例えば農業大学等への進学者等も含めます

と、そのうち約４割が農業関係に就職もしく

は進学しているということになっておりま

す。また、さきに申し上げました900名の中

には、生活科や福祉コースであったりだとか

という方も含まれているという中での約４割

というような結果でございます。 

 続きまして、林業関係は、林業関係の各高

校に聞き取った結果、約３割強が林業関係に

就業しているというような結果となっており

ます。あとは、水産関係は、天草拓心高校で

約７割が水産関係で就業しているというよう

なデータがございます。 

 以上でございます。 

 

○城下広作委員 特に、やっぱり農業は900

人のパーセントで読まれてわかったんですけ

れども、例えば、林業とか水産というのは、

パイがたしか少ないでしょう。そのパイがど

のくらいかわかりますか。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で
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ございます。 

 林業は、先ほど約３割と申し上げました

が、母数は約70名でございます。水産業は、

約７割と申し上げましたが、母数が約30名で

ございます。 

 

○城下広作委員 その３割でも７割でも貴重

な、逆に言えば、高校の時代にそんな勉強し

て、恐らく実習なんかもあって、誰よりも未

経験者よりは彼らが成長していくという。恐

らく、そこに希望したというのは、家庭環境

とか、そういう仕事がある程度絡んでなった

分だと思うんですね。こういう方が、ある意

味では、しっかり社会人になって、また上の

学校に行っても、同じ系列の大学に行くとか

というと、非常に即戦力になるというか大事

な部分だから、この流れをしっかり育てると

いうことも、プロフェッショナルを育てると

いうような形につながるんじゃないかと思っ

て。 

 ほかのことも悪くないんですよ。全く漁業

を知らない人、漁業に行ったら、しっかりウ

エルカムで、それこそ支援する、これも大事

なんだけれども、大事な若手育成という、そ

して、やっぱりこういう志を持って高校を選

んだという部分に対して、環境がしっかりと

支えながら、その志をさらにもっと頑張るよ

うな形で一方ではやっていただきたいなとい

う思いでちょっと言いましたので、よろしく

お願いをしたいと思います。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにございません

か。 

 

○濱田大造委員 11ページの介護、福祉に関

してちょっと質問があるんですが、右下の検

討事項の中の５番目で、外国人介護人材受入

環境整備事業という予算がついているんです

が、御承知のとおり介護関係の職員さんの給

料がほかの業界より10万円以上ちょっと低い

という現状がありまして、なかなか人手も集

まらないと。そこで、外国人に将来的に本格

的に現場で働いてもらうという動きがあると

思うんですが、実際に、結局、外国人を受け

入れられるのは大手の介護事業所だけじゃな

いかという話がありまして、もう本当に小規

模でやっているところというのは給料も安

い、実際に働くためには住むところを確保し

ないといけないわけですが、その辺今どうな

っている、どういう検討をされているんです

かと、私いろんな人からよく聞かれるんです

が、現状、どういう方向性で受入体制という

のを考えているのか教えてください。 

 

○唐戸高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 外国人介護人材の関係でございますけれど

も、県といたしましては、こういった多様な

人材の参入促進の一環として、外国人介護人

材の方の受入環境の整備ということに努めて

おります。 

 具体的には、先ほど御指摘いただいた事業

も含めまして、まず、外国人技能実習生です

とか、あるいは留学生の方の日本語学習支

援、こちらの環境を整えるということなど、

この受入環境をいかに整えて、その方が資格

取得ですとか技能の取得、そういったことに

集中していただけるような環境整備というと

ころを行うほか、県内の関係団体などとも連

携いたしまして、受入れを考えておられる事

業者に、制度のあり方ですとか、あるいは既

に受入れで先行しているような事業者から、

どういう点を気をつける必要があるかと、そ

ういったことなどの説明を受けるセミナーの

開催などを関係団体と一緒に行っておると、

そういった形で受入環境を整えていくという

ところを進めておるところでございます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 
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○岩田智子委員 幾つかあるんですけれど

も、まず、５ページ、農林水産業の取組の方

向性に、あらゆる多様な人財の確保といっ

て、鍵括弧で「人財」と書いてありますよ

ね。この文字は、熊本独自なものなのです

か。人財の財。わかりますか、５ページの。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 人材という言葉は、一般的なといいます

か、辞書にも載っている言葉だと思いますが

……。 

 

○岩田智子委員 いや、漢字が、この鍵括弧

の人財は、独自につくられたんですかという

ことです。こんな使い方もあるんですか。

（「ありますよ」と呼ぶ者あり）人財と。 

 

○渡邉農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。失礼いたしました。 

 通常の人材は、材料の材であるところを、

一つの財産という考え方の下、このような漢

字を当てさせていただいているところでござ

います。 

 

○岩田智子委員 とてもいい漢字で、鍵括弧

をわざわざつけてあるので、何か思いがあら

れたのだと思って。ほかのところには、全部

人材、材料の材でずっと書いてありますの

で、この人財という捉え方は、とてもいいの

ではないかなという思いで質問をしました。

じゃあ、そういう思いでされるということで

すよね。 

 続けていいですか。 

 それはそれとして、女性の活躍のところ

で、17ページなんですけれども、女性の参画

拡大を私もいつも訴えているんですね。 

 この委員会には、私と松野委員、議会でも

２人ですけれども、委員会で２人集まること

は、２人がそろうというのは、なかなかない

のではないかなと思います。 

 委員会で奈良に視察に行かせていただきま

したけれども、その間もいろいろ２人で話を

していましたが、女性の参画拡大で、例えば

男女協働参画課というような課が、各市町村

には、あるところと、ほかの課が一緒に合わ

せて仕事をされているというような課もあら

れますよね。そういうところに関しては、県

が主導して広めて、どういうふうに──男女

協働参画課というのが、ないところという

か、職員が少ないからそういうふうになって

しまっていると思うんですけれども、ちゃん

と広がっているのかどうか、その辺をちょっ

とお聞きしたいんですけど。 

 

○真田男女参画・協働推進課長 男女参画・

協働推進課でございます。 

 今岩田委員がおっしゃったとおり、市町村

のほうでは、担当課が男女協働参画課のとこ

ろもありますし、総務課あるいは人権啓発と

一緒になったところもございます。 

 私どもとしましては、毎年４月に、担当課

長会議、それから担当者会議というのを途中

でやっておりまして、男女共同参画計画の策

定ですとか、それから現在のいろいろな動き

とか、そういった情報提供という勉強会みた

いなものをやっております。 

 

○岩田智子委員 県が主導して、いろんな女

性サミットとか、この前も行かせていただき

ましたけれども、いろんな研修会をされてま

すけれども、そういうところにやっぱり課が

あると、よくその課の方が参加をしてやりや

すいんですけれども、最初のこういう計画を

立てたりする後のことが、なかなか忙しくて

そういう研修会に後来れないというような話

も各市町村からも聞いているので、何かどう

にかならないかなというふうに思って質問を

したところなんです。だから、そういう出や

すいというかな、来やすいシステムというか
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仕組みもつくっていただきたいなというふう

に思いました。 

 そういうことで、松野委員も、この中で、

女性の参画に関してちょっと意見があられる

のではないかなということで、委員長。 

 

○松野明美委員 女性の活躍につきまして

は、女性よりも、ぜひ男性の方に発言してい

ただきたいのが希望なんですけれども、お名

前を頂きましたので、ちょっと私の感想、意

見を述べさせていただくんですけれども、先

ほど御説明ありましたように、意見交換会、

また講演会等も行われているようなんですけ

れども、やはり肌で感じる部分というのは10

年前とほとんど変わってないんですね。ほと

んど何か進んでないのかなと。進んでいると

ころといえば、一般企業が女性の活躍がちょ

っとずつふえてきたのかなという中で、やは

り１つ目に大事なのが、男性の改革ですね。

やはり育休取得率を100％取得していただく

ということと、あとは、有給は取ってもら

う、ちゃんと消化してもらうという、そうい

うようなところが不可欠なのかなと思いま

す。 

 もう一つが、公的場所、こういうような大

事な議論をし合う場所、または物事を決める

ようなところに、ここでも多分50～60名の方

がいらっしゃると思うんですが、女性の方が

何名いらっしゃるのかわかりませんが、ぱっ

と見たら７名か８名ほどいらっしゃるんです

かね。やはり私自身は、もう半分半分でもま

ずおかしくないと思っているので、そういう

ところから公的なところから意識改革をして

いくことが広がっていくのではないかと思い

ます。 

 私も講演会とかも呼ばせていただきたいん

ですけれども、やはり講演活動で一生懸命女

性の活躍のことを言ってもなかなかやっぱり

広まらないのが普通なんですね。ですから、

真の本当の女性の活躍を望むのであれば、や

はり皆様方が少しでも、男性の方には悪いん

ですけれども、女性のほうが10人、20人と多

くなっていくような場所から始めていただく

と、もっと熊本県も変わっていくのではない

かと思いますし、やはり女性が元気だと熊本

も元気になっていくということもよく言われ

ておりますので、ぜひそういうようなところ

をまず改革していただければと思います。 

 

○増永慎一郎委員長 松野先生、それはその

他での項目だと思うので、今委員会で人に振

ったりとかいうのは､ちょっとやめていただ

きたいと思いますし、今この付託事件とちょ

っと違うような内容なので、今言われたの

は。ですから、その他の事項で聞いていただ

きたいと。 

 

○岩田智子委員 17ページのサミットのこと

とかもお話をしたんですけれども。 

 

○増永慎一郎委員長 今は、この仕事の拡大

のことで言っているので、参画というか大事

なことですけれども、その他のところで言っ

てほしいというふうに思いますので、今の松

野先生の発言ですね。 

 

○岩田智子委員 はい、わかりました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○坂田孝志委員 先ほどから、執行部の部課

ごとの業種別あるいは施策ごとの説明を聞い

ておりましたが、さまざまな内容が、よくこ

う知恵を出しながら工夫して出してあるな

と、この委員会を重ねるごとにいろんな施策

が充実しているなと、甚だ感心しとったんで

すが、これらをやはり広く県民に知っていた

だくこと、知らない人が多々いらっしゃると

思うんですよ。あるいは、県民のみならず、

Ｕターン、Ｉターン、Ｊターンというなら、
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県外の方々にも、これをやっぱり知っていた

だく、知らしめる工夫はどうやっておられま

すかね。筆頭課長にお願いしたいと思います

が。 

 

○浦田企画課長 企画課でございます。 

 先生が今おっしゃった、住民の方、それと

広く周知という観点は、今のところ各課の個

別の施策ではやっているんですけれども、体

系を全部まとめた形ではやれておりません。

ただ、次期戦略を、今後策定してまいります

ので、その中で、産業人材に係る部分という

のは、一つの大きなウエートを示しますの

で、そういった戦略策定の公表の段階とか、

それと、政策評価の段階とかそういったもの

で、もう少しわかりやすく発信できるように

工夫してまいりたいと思います。 

 

○坂田孝志委員 これは大事ですよね。本当

に、あらゆる知恵と工夫をしながら、あるい

は委員の先生方の適切なアドバイスもあって

おりますでしょう。これらを本当に多くの方

々に理解していただく、そして、これが実効

が上がるようにやっていくことが何より大事

なことであろうと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 引き続きよろしいですか。 

 

○増永慎一郎委員長 はい。 

 

○坂田孝志委員 外国人材のことでございま

すが、本県は、農業や製造業、外国人材の方

がたくさんおいででございますし、今後とも

確保していかなならぬことは大事なことであ

ろうと思いますが、ここに来まして、ああい

う感染症みたいなことも起きてますが、それ

らに対してのことは、これはちょっと違いま

すかな。委員長、これ外国人確保に関して、

感染症のことはどういうことをやっているの

かとお聞きしたいと思いますが。 

 

○増永慎一郎委員長 その他のときにお願い

します。 

 

○坂田孝志委員 そんなこともちょっと気に

なっております。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○濱田大造委員 高齢者就労の拡大について

質問なんですが、御承知のとおり、最低賃金

というのがありまして、都道府県によって毎

年最低賃金というのは増えていくんですが、

私の周りの経営者とかで、この最低賃金とい

うのが、法律であることによって、高齢者の

就労がなかなか進まないんだよねという意見

がよく寄せられます。 

 というのは、諸外国というのは結構柔軟に

対応してまして、例えば、大学生以下、もし

くはリタイアした方、高齢者が就職したい場

合は、最低賃金を下回る金額でも契約ができ

るという仕組みになっているみたいでして、

弾力性があると。このシルバー人材センター

というのは、大いに活用すべきだと思ってい

るんですが、これ、今そのシルバー人材セン

ターに登録されている高齢者の方、働く意欲

がある方、これと時給で対応しているんでし

ょうか。それか、請負契約で、日当として、

これぐらいの仕事で幾らというふうに弾力的

にやっているのか、その辺の今事情というの

はどうなっているのか、教えてください。 

 

○岡村労働雇用創生課長 労働雇用創生課で

ございます。 

 シルバー人材センターの登録者について

は、働くパターンとして、請負でされる場合

とか、シルバー人材センターが雇用して派遣

でされる場合、あとは、庭木の剪定とかとい

うのは、もう時給でされている場合とかあり

ますので、雇用でされる場合は、もちろん給
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与として支払われる、就労の形態によってパ

ターンが決まっているということになってお

ります。 

 

○濱田大造委員 結構、経営者とかが、70歳

の人を雇いたいと思っていたけれども、例え

ば若い方も同じ仕事で応募があってどっちと

るかなと。時給で考えたら、そしたら若いほ

うにしようという判断をする人が多いんです

ね。まだ県内のいろんな事業者さん、シルバ

ー人材センターを使ったら弾力的にいろんな

方を採用できるというのが、まだ僕は周知が

なかなかできてないと思いますので、ぜひ、

使い勝手のいい制度であるというのを、県を

通して広めていただきたいなと考えていま

す。よろしくお願いします。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○西聖一委員 資料が、業種別、施策別、す

ごくまとまってわかりやすい資料で、私もび

っくりして感心してますけれども、１点ちょ

っとお願いしたいのが、障害者就労の支援を

１つ施策に入れてほしいなというのと、それ

から、高齢者の就労の――これもちょっと関

連するんですけれども、これからはテレワー

クの時代も多分入ってくると思うんですね。

ＩｏＴとか５Ｇ、Society5.0とかありますけ

れども、今のコロナウイルスじゃありません

けれども、集合して集めて仕事をさせるとい

う働き方から、やっぱり自宅でとか個別にと

いうスタイルも、多分今から出てくるんじゃ

ないかと思うんですけれども、そういうとこ

ろもちょっと研究していただければいいんじ

ゃないかなと思いますので、要望と併せて何

か御意見があれば頂きたいと思います。 

 

○浦田企画課長 企画課でございます。 

 今、西先生が言われた内容につきまして

は、次年度の委員会運営の課題として、また

相談してまいりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

○藤川隆夫委員 人口減少が続いていて、そ

の中で、人手不足、これからさらに深刻にな

ってくるというふうに思います。その中で、

各課のほうから、そのおのおのの施策を今全

部挙げていただきましたけれども、やっぱり

その人材不足に対してどういう手を打ってい

くかということで、各課全部出しているんで

すけれども、実は、これを統括するような部

なり課なり、ある程度この人口減少に特化し

たものがこれから先必要になってくるという

ふうに今思うんですけれども、今は、もう縦

割りで、ばらばらで今やっているようなイメ

ージしかないんですけれども、それを統括す

るようなものを今後やっぱりつくっていくべ

きだと思うんですけれども、その部分に関し

て、山本部長、どう考えているかちょっと教

えてもらえますか。 

 

○山本総務部長 今、人口減少と、それから

人材不足といいますか、人材確保の関係で、

県庁の中で統括する部署がないのではないか

という御指摘だったかと思います。 

 確かに、今人材確保を御議論いただいてい

ますけれども、それぞれの分野のものについ

て、それぞれの部なり課で御対応いただいて

いるところでございますけれども、横軸と縦

軸があるかと思います。今は、それぞれの業

の中で、どういった、例えば人材確保にしか

り、あるいは農業とか漁業の分野であった

り、人材確保だけではなくて、振興の分野で

あったり、そういったものを絡めて議論して

いただいていますので、縦軸と横軸と、どっ

ちが縦か横かですけれども、そういう業種ご

と、あるいはその施策別に御議論いただいて

いるところでございますけれども、一方で、

その人材確保という観点からいうと、企画課

だったり、あるいは総務部だったり、労働雇
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用創生課などもありますから、そういうとこ

ろで取りまとめながらやらせていただいてい

るのが現状でございます。 

 どちらを軸にその組織を編成していくのが

いいのかということですけれども、今のとこ

ろは、御指摘ありましたように、分野ごとに

やらせていただいておりますので、今年度、

それから来年度、まだ組織決まっておりませ

んけれども、引き続き、この形でやりなが

ら、確かに先生おっしゃるように、横の連携

といいますか、そういったところは必要だと

思いますので、そういったところがより緊密

に連携できるように、運営、運用をしていき

たいと思いますし、将来的には、先生おっし

ゃるような司令塔のようなものを、もう少し

しっかり組織として形に示していくというこ

とも場合によっては必要かと思いますので、

また今後この委員会の御議論も踏まえまして

検討させていただきたいと思います。 

 

○藤川隆夫委員 山本部長から回答いただき

ましたけれども、そのような形で進めていっ

てもらわないと、恐らく、これから先のこの

人口減少、人手不足の対応ができなくなって

くるんじゃないかと思います。これに合わせ

て、自治体との連携というのも、当然、そこ

で取っていかなきゃいけない部分だろうと思

っておりますので、ぜひ横軸をもっともっと

強くしていただいて、それなりの形で指令が

一遍にどっと流れるような仕組みも併せて考

えていただければと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○池永幸生委員 ８ページに事業承継の支援

の推進がうたってあります。 

 もう本当に、今県内の事業所の約97％ほど

が中小企業じゃなかろうかなと思っておりま

す。やはり事業承継なかなか難しくて、人手

不足、それと働き方改革等が加味されるけ

ど、このままだったら商工会もしくは事業者

の消滅に結びつくのではなかろうかなと懸念

するところですが、どういった今考えでおら

れるか、お聞きしたいと思います。 

 

○阪本商工振興金融課長 商工振興金融課で

ございます。 

 委員おっしゃるとおり、事業者は今地域の

活力を担ってらっしゃるということで、その

方々が後継者が不在で失われていくというふ

うになりますと、雇用も失われていくという

ことで、非常に地域にとっても深刻な問題に

発展していくというふうに考えております。 

 そうした中で、我々としましては、国のほ

うも、当然同じような考えで、今集中的な取

組はされておりまして、国のほうでは、支援

体制の構築、そうしたものをされている中

で、事業者の診断ですとか、そうしたものを

やりながらも、あとは各事業所に対してのプ

ッシュ型支援をしていく人材を組織を全国に

展開しまして支援をされております。 

 我々としましては、その国の動きと連携し

まして、そうした国の体系に合わせて、県内

におきましては、関係団体33団体で、例えば

商工団体や金融機関とか、そうした団体を合

わせた事業承継の支援のネットワークを構築

しております。そこで課題を共有しまして、

それぞれで事業承継につきましての戦略を立

てて、今展開をしているところでございまし

て、それが29年度からでございます。 

 私どもとしましては、その連携した体制の

下、県がやれる事業というものを、どうした

取組をやっていくかというのを検討しながら

進めておりまして、私どもは、そのネットワ

ークの維持ですとか、事業診断ですとか、そ

うした部分のベーシックなところを支えつ

つ、また、今後に向けましては、本県におき

ましても、後継者不在というのが診断を通し

て３割くらいの結果が出てますので、そうし
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た方々にまた重点化した取組をしていかなけ

ればならないなと考えているところでござい

ます。 

 

○池永幸生委員 やはり魅力ある企業でなか

らぬと、工業高校を出ての就職率、６割強が

県外に出ていくと。やはり魅力ある企業をつ

くるためにも、やっぱりこれから先いろんな

支援をしていただくならばと思います。 

 

○城下広作委員 25ページ、26ページの件で

確認でございます。 

 技術職員の充実というような形……。 

 

○増永慎一郎委員長 これは、まだ次の事項

で、今は産業人材。 

 ほかにございませんか。 

 

○池田和貴委員 すみません、20ページ、Ｉ

ＣＴ、ＩｏＴ、ＡＩの活用に向けてというこ

とで、今回、10年後において、県内における

超スマート社会の実現ということで、取組の

方向性まで出していただきました。 

 国自体もデジタル化が進んでいます。世界

がデジタル化が進んでいくので、もうこれは

避けられないことだというふうに思うんです

ね。これをやっていくことがすごく大事なこ

とだと思いますし、こういうことを使おうと

したときに、いわゆる通信を使える環境じゃ

ないと、これ絵に描いた餅になるのかもしれ

ないというおそれもありますし、あと、要

は、こういうことをやろうとしたときに、そ

れを使おうとする通信環境というのは、例え

ば有線であれば、ＮＴＴだとか、あとは、電

力会社さんとかの民間企業が、いわゆる経済

活動の中でこういうのをやっていかれるんで

すよね。無線でいくと、ＮＴＴドコモやソフ

トバンクやａｕや楽天がやろうとしている。

こういったところが、いわゆる経済のビジネ

スレベルでやろうとしていくと、どうしても

熊本のような地域というのは、どちらかとい

うと、九州でいくと福岡の次になったりと

か、日本でいうと、東京、関東近辺の次とか

いうふうになってしまうし、もしかしたら、

もうペイしないと思ったら、そこではやって

る事業を熊本ではやらない。例えば、熊本市

ではやるけれども、そのほかではやらないと

かというようなことがないとも限らない。も

ちろん、それは国も、そういうことはしなく

てなるべくしていこうというふうにしてると

思うんですが、ただ、人を呼ぼうとしたとき

に、電気や水や水道がなけりゃだめなよう

に、通信いわゆる光通信ができたりとか、い

わゆる５Ｇができるようなところがなけれ

ば、多分、そこはもう対象から除外されてい

くようなことになるんじゃないかというふう

な危惧もしてます。 

 そういった意味では、ぜひ、ここの中で、

いわゆる行政として考えることもそうなんで

すけれども、そういったキャリアの人たちと

も、どういう計画をしているのか、そういう

のを把握しながら、もしなければ、行政とし

て何かそういったことに手を打てるのかと

か、そういう視点を持っていきながら、ぜ

ひ、このＩＣＴ、ＩｏＴ、ＡＩの活用につい

ての一番基盤の部分ですね。そこもぜひ目を

向けながらやっていただきたいというふうに

思います。 

 そういう意味で、そういったキャリアさん

とか、そういうサービスを提供する人たち、

これの意見交換とか、そういうのはやられて

るのか、ちょっと聞きたいというふうに思い

ますけれども。 

 

○椎場情報政策課長 情報政策課でございま

す。 

 具体的にキャリアさんのほうと形をとった

ような意見交換というのは、やってません。

ただ、ＮＴＴ西日本だったりとかは、意見交

換は、別の案件でもお話しする機会がありま
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すので、そういったところを活用しながら、

また、先生の御意見もありましたので、そう

いったところも踏まえまして、ちょっと我々

のほうも対応を考えていきたいと思います。 

 

○池田和貴委員 多分、こういった条件が整

うかどうかって、市町村がいわゆる企業誘致

をしようとしたりとか、例えば現場でＩｏＴ

を活用しようとしたときの条件になってくる

んだと思うんですよ。ぜひ、そういったとこ

ろは、なるべくほかのところに遅れないよう

に整備ができるように、また、計画を見なが

らやるように、やっぱりぜひ目を向けていた

だきたいというふうに思います。 

 例えば、県のほうが電子入札とか電子申請

をやろうとしても、家庭に行けば、例えば、

今は、もう光が来なくてＩＳＤＮしか届かな

いという地域も、まだ実際天草にも現存する

んですよね。そうすると、事業活動でも、そ

この地域で地場でやっている人たちというの

は、非常に厳しくなってくるような側面もあ

るので、そういったところも市町村とも連携

を取りながら、そういったデジタル環境の格

差解消というのも、ぜひ視点に入れてやって

いただきたいということを要望しておきたい

と思います。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○溝口幸治委員 すみません。今の池田先生

の話、とても大きな話で、大事な視点だと思

いますけれども、例えば、県でいうと、今教

育現場に、ＩＣＴデーといって、１人１台タ

ブレットを持たせましょうみたいな流れがあ

って、ふと、この前、農業大学校があります

よね。農林水産部に、今スマート農業とかい

って、とにかく頑張ろうという心意気がある

んですけれども、じゃあ農業大学校の子は、

どういう、１人１台ぐらいタブレットを持て

るのと言ったら、そもそもタブレットの前

に、その農業大学校はWi-Fiも飛んでない

し、そういう基盤ができてないという実情が

あって、そのタブレットを入れる前に、まず

環境整備だという話があったんですけれど

も、今池田先生のは、とても大きな話で、そ

こも大事なんだけれども、県の組織見ても、

まだ足りないところがいっぱいあるので、ま

ずそこをしっかり埋めていかないと、例えば

農業大学校の子なんて、もうすぐ世の中に出

てくるわけですね。 

 前ちょっと議論、決算委員会だったかな、

古い機械があって、それを一生懸命実習で使

っているけれども、世の中に出たらもう全然

そういうのは使えないみたいな議論もあった

ので、そうならないように、県としても、Ａ

Ｉとかの分野も含めて、しっかり基盤整備、

環境整備をやっていただきたいと思います。

もう要望で結構です。 

 

○髙野洋介委員 関連なんですけれども、こ

れ10年後のありたい姿といいますけれども、

多分10年後は、これ多分ベースになっとっと

思うけん、10年後、この資料を見たときに、

えらい遅かったねというとじゃなくて、これ

は表現変えて、もう年数区切らぬで、10年後

ということじゃないんじゃないかなと思いま

すので、もう昔、10年前に、このスマートフ

ォンの発想があったというのはないわけです

よね。けど、今実際、スマートフォンが10年

前に比べたらあるわけですから、この10年後

という区切りはつけぬほうが、今後のありた

い姿の実現に向けてとか、そういう表現にし

たほうがいいんじゃないかなと思います。一

応意見で言っときます。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○岩本浩治委員 11ページです。 

 ２年度の主要事業の中で、介護職員定着支

援事業というのを、エルダー・メンター制度
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導入というのはわかるんですが、そのほかに

電話相談窓口の設置等ということで書かれて

ありまして、これどういうところに窓口相談

を置くのか。または、これは離職する人のた

めの窓口相談なのか。例えば、離職する人の

給料が安いからとか勤務労働時間が長いから

というための相談窓口なのか。逆にいえば、

この事業主のほうの相談窓口なのか。ちょっ

といろいろな相談窓口というのが考えられる

んですけれども、それちょっと教えてくださ

い。 

 

○唐戸高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 先生、先ほど御指摘いただきました11ペー

ジの「ＳＴＯＰ離職！介護職員定着支援事

業」につきましては、今年度からの新規事業

でございます。 

 今年度の状況を申しますと、こちらのほう

は委託事業にいたしておりまして、「介護労

働安定センター」という、これ全国に支部が

ある組織のほうに出してございます。そちら

で、電話相談といたしましては、基本的に

は、これは、事業所の管理者の方ですとか、

そういった経営側の方が、自分たちだけでは

なかなか解決できない問題を専門家に電話で

簡単に助言を仰ぐことができるということで

用意したものでございまして、具体的には、

例えば臨床心理士の方ですとか社会保険労務

士の方ですとか、あとは弁護士の方、そうい

った専門家にこの労働環境の向上のための助

言などを仰ぐと、そういった趣旨で設けてい

るものでございます。 

 

○岩本浩治委員 わかりました。介護労働安

定センターというのがあるわけですか。 

 

○唐戸高齢者支援課長 介護労働安定センタ

ーにつきましては、主に国の雇用保険を基に

動いておる法人でございまして、東京に本部

がございまして、47都道府県に支部がござい

ます。 

 主に、例えば、新規で立ち上げたばかりの

事業所ですとか、あとは、やや小規模な事業

所ですとか、そういった労務環境でなかなか

課題があるところを巡回訪問などを雇用保険

の事業でやっておるところでございまして、

そういった職場環境の改善に一定のノウハウ

ですとか全国的な組織としてノウハウがござ

いますので、そういった法人に今回委託をし

ておるというものでございます。 

 

○岩本浩治委員 はい、わかりました。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、次に、行政サービスの維持向上

に関する件について質疑はございませんか。 

 

○城下広作委員 職員不足への対応、特に技

術職員の充実等ということで、25、26あるん

ですけれども、私の記憶によれば、今、振興

局単位に土木コンサルの民間の方を長期契約

して、補充して仕事を手伝いさせているとい

うふうに思うんですけれども、これの現在の

状況、いつからやって、まだやる分があるの

か、そして、その成果、これをちょっと確認

したいです。 

 

○野﨑監理課長 各振興局に発注者支援、土

木コンサルの常駐委託をしておりますが、す

みません、今日は数字をちょっと持ち合わせ

てきておりませんので、個別に報告させてい

ただこうと思います。 

 

○城下広作委員 私が知る限りでは、結構い

たと思うし、長い期間やっていたと思います

が、県の技術者が足らないから、それを補充

する意味で、民間のコンサルの方を、いわゆ

る随契というか、長期契約をして補充してい

たと。いわゆる技術職員、特にもう足らない
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というのはわかってる。だから、民間の方々

に協力してということで、恐らくそれは大変

ためになったと思うんです。このやり方と、

また職員を増やしていくやり方、民間を活用

するやり方という一つのモデルだったと思う

んですよ。その成果、また、逆に言えば、そ

の効果、どうだったのかということによって

は、今後の技術の職員の補充の仕方というの

が、正職員での補充の仕方もあるし、また、

こういう民間を活用するやり方もあるし、こ

の民間の活用を、また市町村に、逆に言えば

活用するというやり方と、いろいろあると思

うんですね。 

 そういう意味では、大事な検証で、現在ま

でやっていれば、いつまでやるのか、来年度

はどうなのかとか、こういうこともしっかり

見ていきたいなと思うし、やっぱり効果をち

ゃんと検証しながら、いいものであって民間

活用がいいということであれば、これはこれ

でしっかりと今後もやっていけばいいわけで

あってというふうに思います。行くと、振興

局の一角に、最初は県職員かなと思ったら、

「民間から来とります」ということで、そこ

のブースで仕事をちゃんとされている。 

 私も、一番最初に思ったときに、こういう

方たちを使うと、県の職員の仕事が逆になく

なるのかと心配したけれども、それは県の職

員が逆にもう手に負えないから恐らく補充的

にやったということだから、この辺をしっか

り総括、また、結果も、もし分かる何かあれ

ば報告していただきたいというふうに思いま

す。 

 

○松田三郎委員 資料でいいますと、21ペー

ジ、22ページ、23ページぐらいになろうかと

思いますが、人口減少の記述もいろいろ出て

いるようでございます。 

 私、勝手に分類すると、県内の市町村で、

多少なりとも人口が増えているところと、ほ

ぼ変わらないところ、人口が減っているとこ

ろ、極端に減っているところ、大体自分なり

に４つ分類いたしておりますが、私の選挙区

の球磨郡を考えると、３番目、４番目に分類

されるのではないかというのを前提にお聞き

いただきたいと思いますが、先般、野田毅先

生のお話をちょっとお伺いする機会がありま

して、かなりざっくりした話で申し上げます

と、一昨年の12月ですか、去年の税制改正に

向けての議論の中で、それまでは法人関係の

税を東京から分捕って地方に分配をしていた

と。それを、その中で、今度は、市町村の中

で極端に人口減少の傾向が著しいところに、

普通地方交付税の中の基準財政需要額で何か

ある基準で算出をして、できるだけ手厚くな

るようにという話があり、それをしたんだ

よ、という話がありました。 

 翻って、この熊本県においても、冒頭申し

上げました分類でいくと、やっぱり極端に人

口減少が進んでいる市なり町なり村とあるわ

けで、もうそろそろめり張りの利いたといい

ますか、そういうところに対する県の支援の

姿勢を打ち出す必要もあるのでは──もちろ

んいろいろやってますよという話もあるかも

しれませんし、前回の委員会で、資料にもあ

りました、宮崎県で基金をつくったという話

もしまして、その後、視察先で山本部長とも

そういう話をしましたら、いや、よくよく見

てみると、大体どこでもやるような事業です

よというような冷静な御回答が返ってきたわ

けでございますが、ただ、熊本県として、そ

ういう市町村にもしっかり目を向けてますよ

と、何かしないといけないと思っていますよ

と――もちろん、目に見える形、政策事業が

必要だとは思いますが、そういうアナウンス

効果も大きいのではないかと思いますので、

まず、これ１点目、後ほど部長にお伺いした

いと思います。 

 次は、企画関係は、多分水谷政策審議監か

浦田課長かと思いますが、そうは言っても、

例えば、ふだんはお金がないから何もできな
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いという、特に町村なんかあるわけですね。

今のように、国も、県も、これからは多少な

りともそういうところにという方向が出て、

実際、そこそこ金の手当てができても、今度

は、なかなかアイデア、政策、施策がもう枯

渇をしていると。枯渇をしているというの

は、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、そ

れぞれ小規模の町村でもいろいろ努力なさっ

て、全国でうまくいってる先進事例をいろい

ろ調べたり取り入れたりするけれども、なか

なか自分の町村ではうまく成果が現れない。 

 あるいは、この委員会でも問題になってお

りますが、小さい規模の自治体では、もう職

員採用をかなり手控えて、一人でもう三役も

四役も五役もこなさなければならない。だか

ら、例えば、首長が役場職員に「何かいいア

イデアなかや」と言われても、もう手いっぱ

いで、これ以上言うと自分の仕事が増えてし

まうというような傾向も一部にはある。民間

にいろいろお願いしてもなかなかいいアイデ

アが出てこないというところ、お金はあって

も今度はアイデアがないというところもある

わけですね。もちろん、この独立した自治体

ですので、もう箸の上げ下ろしまで、国が県

がそこまでやるのかという御批判も一方では

あるかと思いますが、そういったアイデアが

ないとは言いませんが、なかなか成果に結び

ついていないというところもかなり大きいの

ではないかと思います。 

 そこで、かつてというか今もあったかもし

れません。地方創生まち・ひと・しごとの関

係で、コンシェルジュ、県庁にも、広域本部

にも、振興局にも、どちらかというと、その

ビジョンとか戦略をつくるときに、一番連携

をとっていただいていたかと思いますが、そ

の後の進捗管理なり、あるいは追加してこう

いうのをという場合に、今もあるのかなと、

機能してるのかな。これは別に批判じゃなく

てわからなくて聞いているんですけれども、

２点目は、そのコンシェルジュの役割、今

の。企画課長かもしれません。 

 以上２点、お尋ねしたいと思います。 

 

○山本総務部長 まず、総務部にお尋ねいた

だいた点について、私のほうから御回答させ

ていただきたいと思います。 

 先生から御指摘のありました野田先生のお

話の中で、法人関係の税を地方に重点的に配

分するというお話でございます。 

 これは、一昨年ですかね、2018年の税制改

正、2019年度税制改正のときに、法人事業

税、都道府県税を、平たく言うと、東京都の

分を１兆円程度、国のほうに国税として納付

してもらって、その１兆円を原資に地域に資

するような施策を打っていこうというもので

ございます。実際は、その税が入ってきて、

それから執行する段階ですので、昨年、一昨

年の12月の税制改正でしたけれども、その効

果が発現していくのが、大体来年度からとい

うことになります。 

 そのおおむね１兆円のうち、今先生から御

指摘があったものに約4,000億円使うという

ふうに国が言っております。地域社会再生事

業費ということで、4,000億のうち2,000億円

を都道府県、2,000億円を市町村にというこ

とで、普通交付税で配分する。その配分の仕

方について、今先生からお話ありましたよう

に、人口減少だとか、あるいは人口集積、こ

ういったものを指標として使っていくという

ことでございますので、まさに過疎化が進ん

だところ、人口減少が大きいところに重点的

に普通交付税が配分されるという仕組みが導

入されるということでございます。 

 具体的な算定方法は、まだこれから総務省

から示されることになりますので、夏に向け

て算定方法が示されて、実際に計算していく

と、このぐらい各市町村で上積みがあったな

というのが見えてくるかと思いますので、方

向性としては、今決まっているところでござ

います。 
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 また、その関連で、１兆円の中で、今、こ

の資料でいきますと、25ページにあります、

総務省が、地方の特に過疎地域の小規模団体

の技術職員が足りないというところに対し

て、財政措置をするというのも、今の１兆円

の内訳でやるというふうに聞いております。 

 こちらについては、どのぐらいの規模感で

やるかとか、あるいはどういう配分になる

か、あるいはどういったものが対象になるか

というのは、まだ見えてございませんので、

これから総務省のほうで検討が進められて、

それを踏まえて各団体で対応することになろ

うかと思いますけれども、25ページ、ちょっ

と御覧いただきますと、今総務省が昨年12月

で考えているスキームが、このＡ、Ｂにある

ようなスキームなんですけれども、これが本

県においてもしっかり使えるような仕組みに

なるように今総務省にも要望をさせていただ

いているところでございます。これにつきま

してもしっかり対応していきたいと思いま

す。 

 それから、先生から御指摘がありました宮

崎県の基金の話でございますけれども、先日

の管外視察のときにもお話をさせていただき

まして、以前の委員会で御指摘いただいたこ

とを踏まえて、我々のほうも勉強させていた

だきました。 

 先ほど先生から御紹介ありましたように、

確かに基金という形で旗を上げてやっている

のですけれども、中身をつぶさに見ますと、

宮崎県でも新しい事業ばかりを並べているわ

けではございませんで、既存の事業をそうい

った旗の下に集約してやっている、また、そ

の中に新しいものも一部入っているというよ

うな状況でございました。その既存の事業と

いうのが、本県の施策に当てはめてみます

と、比較的本県でもやっているものがほとん

どでございました。それは現状として御報告

させていただいたところでございます。 

 一方で、先生から御指摘ありましたよう

に、熊本県として、人口減少社会であったり

あるいは小さな小規模な市町村にどういうふ

うに対応していくかということをしっかり姿

勢として示していくことも大切なんじゃない

かというようなお話も、そのときにも頂きま

したし、今も御指摘を頂戴しました。 

 また、来年度の予算については、骨格予算

と肉づけ予算ということで、知事選を踏まえ

て、肉づけ予算で６月に編成していって全体

の形が見えてくるということになろうかと思

いますけれども、その際に、まず、施策を充

実していくということが一番重要でございま

すけれども、そういった施策を充実していっ

た先に、先ほど藤川先生からも御指摘ありま

したように、どういった姿勢で県としてその

予算を執行していくのかというところもよく

考えた上で、整理をさせていただきたいとい

うふうに考えておりますので、また御指導よ

ろしくお願いいたします。 

 

○清田市町村課長 コンシェルジュの件に関

してお尋ねがありましたので、担当課とし

て、市町村課で答えさせていただきます。 

 先ほどお尋ねがありましたように、まち・

ひと・しごと総合戦略の関係で、熊本県のほ

うでもコンシェルジュということで位置づけ

ておりまして、現在、先ほど委員からのお話

もありましたように、県北、県南、天草の広

域本部、そして市町村課の職員、あと各部局

の筆頭課の職員あたりをコンシェルジュと位

置づけまして、人口減少ですとか少子高齢化

が進む中で、市町村からの相談対応ですと

か、最近は、地方創生交付金あるいは拠点整

備交付金あたりの市町村からの相談ですと

か、あるいは、それを国に上げるに当たっ

て、いろいろ相談を受けたり、あるいは資料

の熟度を高めたりとか、そういったものを中

心に行っているところです。本年度で言え

ば、計34名が任命されているというか位置づ

けられているという状況にございます。 
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○松田三郎委員 はい、わかりました。 

 なかなか、骨格から６月の肉づけに向け

て、市町村の中でも、うちが人口が増えてい

るのは、それだけやっぱり努力をしてきたか

らなんだとおっしゃるところもあるでしょう

し、さっき言いましたように、国や県がそこ

まで市町村に手とり足とり支援しなければな

らないだろうか、もし自分のところで行く行

くはこのフルスペックの行政サービスができ

ないならば、大体拘束力の高いほうから、合

併しなさいよとか、あるいは広域連合とか連

携とか一部事務組合とかそういうのもあるん

だからという話も、もちろん一方にはあるん

だろうと思いますが、なかなか、もともとの

地理的な条件等々で、その土俵になかなか上

がるにも――上がってからは、それぞれ努力

して競争してくださいということが言えるか

もしれませんが、そこまでどうもいろいろな

要因で上がれないところに関しては、何かの

支援が必要なんだろうという思いで発言をい

たしましたので、さっきおっしゃった方向で

頑張っていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 

○濱田大造委員 一般質問で、総務部長に、

技術系職員に関して質問して、詳しい回答を

得たわけですが、全国で、熊本県が先行し

て、この技術系職員の採用をするわけです

が、そうなったら、私も質問しながら考えた

んですが、小規模市町村て異様に県が多く

て、2,000人、人口が行ってない村も結構あ

りましてね、すると、県が代替して職員を派

遣してくれるんだったら、市町村の立場から

言ったら、まあ安心感が本当に広がりまして

ね、ああ、これで何とかなるなと。すると、

小規模自治体で10年連続技術系職員がもう採

用がないという状況とかが起こってくると思

うんですよね。 

 だから、もう部として、土木部とかがもう

成立しないんじゃないかという、そういう危

惧とかはないんでしょうか。それで、あと、

全国が先行事例として非常に注目する政策だ

と思うんですね。その辺に関してちょっと何

か教えてください。 

 

○山本総務部長 各市町村、あるいは、特に

小規模の町村からは、アンケートにもありま

したように、実際、その技術職員をなかなか

採用できていない、あるいは育成できていな

いという現状がありますので、まさに今先生

から御指摘ありましたような危惧の声という

のは、濃淡はあるにせよ、小規模市町村を中

心にあるんだと思っております。その意味

で、県としても、積極的にやっていくという

ことで、また、本県の背景を踏まえて、技術

職員の自立につきまして、県からの支援につ

いて、結果的にはなりますけれども、先行的

に取り組むということになっております。 

 市町村からは、そういった危惧の声もあり

ますので、県としても取り組んでいくという

ことでございますけれども、本会議でも御答

弁させていただきましたとおり、県のほう

も、なかなかその技術職員の採用というのが

近年難しくなっているところもございますの

で、どこまで急にできるかというところはご

ざいます。ただ、市町村からの要望も踏まえ

て、段階的に拡大していきたいというふうに

思っております。その拡大の中で、当然、市

町村と実際やっていくと、いろんなお話が出

てこようかと思いますし、要望も出てこよう

かと思いますので、そういった点もよくよく

聞きながら、ニーズを把握しながらやってい

きたいなというふうに思っております。とい

うことでございます。 

 本県のほうで先行してやっているというこ

とでございますけれども、今先生からおっし

ゃっていただいたように、小規模市町村が多
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いということで先行して検討しておりまし

て、総務省とも様々な意見交換をさせていた

だいている中で、総務省もこういったことを

考えていることが分かってまいりましたの

で、我々としては、本県がやろうとしている

ことがまず実現できるように取り組んでいく

ということですけれども、その中で、総務省

には、本県のやりたいことができるような財

政措置になるように、具体の制度設計につい

てお願いをしていくとともに、本県が先行し

てやっていくということで、他県からも注目

されると思いますので、そういったところに

はしっかり留意しながら、あるいは説明させ

ていただきながら、本県の取組もＰＲしなが

らやっていきたいというふうに思っておりま

す。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。 

 なければ、これで質疑は終了いたします。 

 次に、議題３、閉会中の継続審査について

お諮りします。 

 本委員会に付託の調査事件については、引

き続き審査する必要があると認められますの

で、本委員会を次期定例会まで継続する旨、

会議規則第82条の規定に基づき、議長に申し

出ることとしてよろしいでしょうか。 

  （｢はい」と呼ぶ者あり） 

○増永慎一郎委員長 異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 その他として何かありませんか。 

 

○坂田孝志委員 県に対策本部を設けてやっ

ておられますから、しっかりと、新型コロナ

です、やるように。そして、観光産業とかダ

メージも大きいでしょうから、そういう中

小・零細企業支援等、しっかりやってくださ

い。要望で結構ですので。 

 

○増永慎一郎委員長 ほかにありませんか。

松野委員はいいですか。岩田委員もいいです

か。 

  （｢いいです」と呼ぶ者あり） 

○増永慎一郎委員長 いいですか。 

以上で本日の議題は全て終了いたしました。

これをもちまして、第５回地域対策特別委員

会を閉会します。 

  午前11時43分閉会 

 

○増永慎一郎委員長 ここで、本年度最後の

委員会でございますので、一言御挨拶を申し

上げたいと思います。 

当委員会は、地方創生に資する産業人材確

保に関する件、それから行政サービスの維持

向上に関する件、２件の付託事件について審

議を行ってまいりました。 

 早田副委員長をはじめ委員の皆様方には、

非常に難しい問題に対して熱心に審議をされ

て、本当にありがとうございました。 

 また、執行部の皆さん方には、大変わかり

やすい説明をきちんとしていただきまして、

ありがとうございました。 

 特に、この前の奈良県と石川県の視察にお

いては、非常にためになった次第でございま

す。熊本県にない事例あたりも私たちも感じ

ることができまして、これからの委員会運営

に非常に参考になったのではないかなという

ふうに思っている次第でございました。 

 １年間、非常に幅が広い委員会で、最初は

心配をしておりましたけれども、何とか無事

に議論が進んでいってうれしく思っている次

第でございます。本当にありがとうございま

した。 

 また、福田理事と勝又土木技術管理課長が

御退職をされます。本当に、これから先、お

二人の御健勝と御活躍をお祈り申し上げたい

と思います。また、退職をされても、大所高

所から、私たち県民のために、いろんな御提

案等御協力をいただくように、よろしくお願

いしたいというふうに思っております。 

 最後になりましたが、各委員それぞれの皆
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様方の御健勝、御多幸、また、県政がこれか

ら進んでいきますように祈念を申し上げまし

て、簡単ではございますけれども、お礼の御

挨拶にかえさせていただきます。 

 １年間ありがとうございました。（拍手） 

 

○早田順一副委員長 それでは、一言御挨拶

を申し上げたいと思います。 

 約１年間、増永委員長をはじめ委員の皆様

方におかれましては、温かい御支援、御協力

により、副委員長としての務めを無事に果た

すことができたのではないかと思っておりま

す。 

 また、執行部の皆様方におかれましても、

丁寧な説明、答弁など、真摯に対応していた

だきましたこと、心から感謝を申し上げま

す。 

 今後も、皆様方におかれましては、熊本県

民のために職務に頑張っていただきますよう

お願いいたしまして、御挨拶とかえさせてい

ただきます。 

 本当にお世話になりました。（拍手） 

 

○増永慎一郎委員長 それでは、終わりま

す。 

 どうもありがとうございました。 

  午前11時46分 

――――――――――――――― 
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